
Title 雑報

Citation 北大法学論集, 41(1), 373-375

Issue Date 1990-11-30

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16758

Type other

File Information 41(1)_p373-375.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



:雑"

報"

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
平
成
元
年
九
月
一
四
日
(
木
)
午
後
二
時
よ
り

寸
神
聖
ロ

1
マ
帝
国
の
最
高
裁
判
権
ー
ー
そ
の
成
立
か
ら
一
八
世
紀
末

ま
で
の
歴
史
の
比
較
検
討
し

報
告
者
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
デ
ィ

1
ス
テ
ル
カ
ン
プ
氏

(
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
)

O
平
成
元
年
一

O
月
一
三
日
(
金
)
午
後
二
時
よ
り

「
ナ
チ
ス
時
代
の
国
法
及
び
行
政
法
理
論
」

報
告
者
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
氏

(
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
)

O
平
成
元
年
一

O
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

寸
行
政
改
革
の
政
治
過
程
」

報

告

者

神

原

勝

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授

本
報
告
は
、
第
二
臨
調
の
設
置
に
始
ま
る
行
政
改
革
の
政
治
過
程
を
、

臨
調
と
い
う
制
度
主
体
に
内
在
せ
し
め
ら
れ
た
政
治
的
論
理
及
び
行
政
改

革
に
か
か
わ
る
政
治
主
体
(
首
相
、
政
権
党
、
大
蔵
省
、
財
界
な
ど
)
の

認
識
・
行
動
・
相
互
関
係
の
分
析
を
通
し
て
、
八

0
年
代
の
行
政
改
革
の

政
治
的
性
質
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
者
は
か
つ
て
『
転
換

期
の
政
治
過
程
1

1
臨
調
の
軌
跡
と
そ
の
機
能
』
(
一
九
八
六
年
)
で
、

臨
調
活
動
の
推
移
を
追
跡
し
て
い
る
が
、
本
報
告
で
は
、
い
く
つ
か
の
問

題
視
角
を
設
定
し
て
臨
調
行
革
の
意
味
の
再
整
理
を
試
み
た
。
報
告
の
柱

は
、
①
行
政
改
革
の
理
念
と
対
象
②
臨
調
行
革
の
制
度
装
置
③
財
政
再
建

の
政
治
力
学
④
行
政
改
革
の
政
治
力
学
⑤
行
政
改
革
の
理
念
と
政
策
な
ど

で
、
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
、
国
の
一
つ
の
審
議
会
に
す
ぎ
な
い
臨
調
が
「
も

う
一
つ
の
国
会
L

「
も
う
一
つ
の
政
府
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
機
関
的

存
在
と
な
り
、
あ
わ
せ
て
こ
の
制
度
装
置
を
媒
介
に
し
て
新
保
守
主
義
的

な
政
策
潮
流
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
を
分
析
し
た
。

O
平
成
元
年
一
一
月
二
四
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
刑
事
訴
訟
費
用
と
憲
法
」

北法41(1・373)373

氏

報

告

者

取

祐

氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

白

司



幸H

〔
要
旨
〕

訴
訟
費
用
を
被
告
人
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
、
憲
法
三
七
条
二
項
、
同

三
項
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
判
例
は
一
貫
し

て
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
が
(
最
大
判
昭
二
五
・
六
・
七
、
最
三

小
判
昭
六
三
・
九
・
二
七
等
)
、
な
お
疑
問
が
あ
る
。
確
か
に
、
「
貧
困
者
」

に
関
し
て
は
一
九
五
三
年
の
刑
訴
法
の
大
改
正
で
一
八
一
条
一
項
に
但
章
一
日

が
付
さ
れ
、
立
法
的
な
解
決
を
み
た
。
し
か
し
、
憲
法
三
七
条
二
項
は
貧

困
か
否
か
反
則
す
る
こ
と
な
く
「
公
費
で
」
証
人
を
喚
問
す
る
権
利
を
認

め
て
い
る
し
、
同
三
項
は
費
用
負
担
で
き
な
い
者
の
た
め
の
国
選
弁
護
権

を
認
め
て
い
る
。
旧
法
と
比
べ
て
も
、
無
料
で
あ
っ
た
必
要
的
弁
護
が
現

行
法
に
な
っ
て
「
国
選
弁
護
L

に
括
ら
れ
た
た
め
に
却
っ
て
(
有
罪
の
場

合
に
)
有
料
に
な
っ
た
と
い
う
改
悪
現
象
も
生
じ
て
い
る
。
最
三
小
判
昭

六
三
・
九
・
二
七
の
伊
藤
意
見
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
貧
困
な
被
告
人
が

将
来
の
費
用
負
担
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
を
慮
っ
て
国
選
弁
護
人
を
付
す
こ

と
を
避
け
る
事
態
も
考
え
ら
れ
る
し
、
同
様
の
こ
と
は
証
人
喚
問
権
に
つ

い
て
も
い
え
る
。
立
法
論
と
し
て
、
有
罪
確
定
者
に
原
則
と
し
て
訴
訟
費

用
を
負
担
さ
せ
る
建
前
そ
の
も
の
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
な

お
、
右
昭
六
三
・
九
・
二
七
の
最
判
に
関
し
て
、
白
取
祐
司
「
判
例
評
釈
し

判
例
評
論
三
七

O
号
六
五
頁
(
判
時
二
ニ
二
四
号
)
参
照
。

雑

O
平
成
元
年
一
二
月
一
五
日
(
金
)
午
後
二
時
半
よ
り

「
国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
と
方
法
論
的
課
題
」

報

告

者

奥

田

安

弘

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

わ
が
国
の
国
際
私
法
学
界
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
先
般
の
法
例
改
正

に
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
例
外
条
項
」
が
話
題
に
な
っ
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
、
例
外
条
項
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
欠
凶
り

て
い
た
の
で
、
報
告
者
は
、
こ
れ
を
い
ち
早
く
立
法
化
し
た
ス
イ
ス
法
の

解
明
に
努
め
た
こ
と
が
あ
る
(
本
誌
四

O
巻
三
号
六
一
七
頁
以
下
参
照
)
。

本
報
告
は
、
こ
の
ス
イ
ス
法
研
究
を
土
台
と
し
て
、
わ
が
国
の
国
際
私
法

に
お
け
る
例
外
条
項
の
必
要
性
な
ら
び
に
解
釈
論
・
立
法
論
と
し
て
の
導

入
の
可
能
性
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
結
論
だ
け
を
要
約
し
て
お
く
と
、
わ
が
国
の
判
例
・
学
説

は
、
従
来
、
法
性
決
定
・
反
致
・
公
序
・
実
効
的
国
籍
論
・
契
約
に
お
け

る
黙
示
的
志
思
の
探
究
な
ど
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
、
実
質
的
に
法

例
の
規
定
を
改
変
し
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は
、
法
例
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ

た
準
拠
法
が
事
案
と
わ
ず
か
の
関
係
し
か
持
た
ず
、
む
し
ろ
他
の
法
が
明

ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
の
法
で
あ
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
よ
う
と
し
て

こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
上
記
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の

目
的
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
便
宜
的
に
連
結
点
の
是
正

北法41(1・374)374
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の
た
め
に
流
用
す
る
こ
と
は
、
国
際
私
法
の
方
法
論
を
歪
め
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
財
産
法
の
分
野
は
、
今
回
の
改
正
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い

た
た
め
、
法
例
制
定
当
時
の
立
法
者
が
今
日
の
よ
う
な
国
際
取
引
の
発
展

を
予
測
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
分
野
で
は
、
条
理
と

し
て
例
外
条
項
を
解
釈
上
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

家
族
法
の
分
野
で
は
、
こ
れ
ま
で
反
致
・
公
序
の
便
宜
的
流
用
が
目
立
っ

て
い
た
婚
姻
・
親
子
の
規
定
は
、
こ
の
た
び
改
正
さ
れ
た
の
で
、
解
釈
論

と
し
て
例
外
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

今
回
の
改
正
は
、
渉
外
的
家
族
法
関
係
の
現
状
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、

最
も
密
接
な
関
係
の
法
が
指
定
さ
れ
る
よ
う
行
わ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

北海道大学法学部法学会記事

そ
こ
で
、
将
来
に
お
け
る
新
た
な
改
正
に
向
け
て
、
立
法
論
が
問
題
と

な
る
が
、
わ
が
国
と
ス
イ
ス
と
で
は
、
通
常
の
準
拠
法
の
決
定
、
と
り
わ

け
属
人
法
の
決
定
基
準
・
規
定
の
詳
細
度
な
ど
が
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
が
今
後
も
基
本
線
と
し
て
維
持
さ
れ
る
な
ら

ば
、
今
回
の
法
例
改
正
に
際
し
て
主
張
さ
れ
た
よ
う
な
ス
イ
ス
国
際
私
法

一
五
条
に
な
ら
っ
た
規
定
の
導
入
は
、
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
く
、
む
し

ろ
わ
が
国
独
自
の
例
外
条
項
を
考
え
る
必
要
性
が
出
て
く
る
。
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